
令和３年度第４回厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（第二分科会）審議概要 
 

開催日及び場所 令和４年３月１４日（月）  オンライン開催 

委員（敬称略） 第二分科会長  松原 健一  安西法律事務所 弁護士 

委 員     髙橋 裕   学校法人専修大学商学部 教授 

委 員     倉井 潔   倉井潔税理士事務所 税理士（欠席） 

審議対象期間 原則として令和３年１０月１日～令和３年１２月３１日の間における調達案件 

抽出案件 １２件 （備考） 

「報告案件」とは、各部局に設置された公共調達審査会で審議さ

れた案件について報告を受けたものである。 
報告案件  ０件 

審議案件 １２件 

意見の具申または勧告 なし 

委員からの意見・質問に対する回

答等（※審議案件１０－１～３に

ついては、書面による質疑応答を

まとめたもの） 

意見・質問 回   答 

下記のとおり 下記のとおり 

 

【審議案件１】 

審議案件名 ：令和３年度～令和７年度国立社会保障・人口問題研究所ネットワークシステムの機器等更改 

      （賃貸借）及び運用・保守業務一式 

資格種別  ：役務の提供等(「Ａ」ランク) 

選定理由  ：一般競争入札（総合評価落札方式）を実施している案件中、一者応札であり、落札率が高いため。 

発注部局名 ：国立社会保障・人口問題研究所 

契約相手方 ：ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

予定価格  ：332,972,182円 

契約金額  ：328,602,912円 

落札(契約)率：98.7％ 

契約締結日 ：令和3年4月22日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札があり、ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社及びＮ

ＥＣキャピタルソリューション株式会社が契約の相手方となった。落札率は 98.7％である。 

意見・質問 回   答 

今回の積算に関してなのですけれども、Ａ社と NEC に対し

て参考見積りを出してもらって、原則安価なものを取るとい

うことだったかと思います。積算内訳ですが、運用費の月額

保守費用期間がかなり開いていると。Ａ社と NEC との間が開

いているということ。 

あとは、ソフトウェアのサービスの所は片方が空欄、Ａ社

のほうが空欄になっているのですけれども、この辺りはどの

ようにお考えでしょうか。一つ一つばらばらかもしれません

ね。月額保守費用というのがこんなに大きく開いているとい

うところは、何かそちらで分析されましたでしょうか。 

 

まず、運用費です。月額報酬について、Ａ社については、

この会社自体が開発専門ではなく、ほかの業者に見積りを

取るなどして積算した見積額と伺っております。そして、

ソフトウェアサービスについて、見積りには確かに入って

おりませんが、ここについて詳しく尋ねてはいないのです

が、初期費用の中のソフトウェアサービスに含まれていた

のかもしれません。そこについては詳しくは尋ねておりま

せん。 



 

参考見積りなので、時間的余裕があれば、ソフトウェアが

抜けていると言って注意をしておいたほうがよかったかな

というぐらいで、特段大きな問題とは思っておりません。今、

おっしゃられたソフトウェアサービスも、しかし差額を見て

みると、そこに含んでしまうのは難しいのではないかなとい

う気もしますので、次回以降はもし参考見積りで抜けがあっ

た場合は、御確認いただければと思います。 

 あと、順番が前後して申し訳ありません。運用費の(1)の

金額が大きく異なっているのですが、こちらはどのように分

析されていますか。 

 

Ａ社の積算を見ますと、メールサーバであったりWebサー

バ、ENSサーバ、そして図書管理システムという仕様書に書

かれていることについては含まれてはおりますので、申し

訳ございません、こちらに関しても詳しくは聞いてはおら

ないのですけれども、一応こちらから参考見積りを取る際

に提示したものについては出されていると認識しておりま

す。 

NECの1割程度にしかなっていないということで、Ａ社と

NECのどちらかが認識を誤っているのではないだろうかと、

ちょっと心配になってしまうところがあるかと思うのです。

結果として今回は原則安価のほうを御採用いただいて、それ

でちゃんと落札できてしまっているということを考えると、

むしろNECの見積りというのはものすごく大きいものになっ

ていたという見方もできますよね。 

 

はい。 

これは、NECが高めに見積りを出してきておいて、落とす

ところになって、戦略的に何か行動を起こすというようなこ

とをやられているとすると、ちょっと困ってしまいますよ

ね。もちろん何かできるという話ではないと思うのですが。 

実際に予算要求を令和2年度に財務省に要求して、令和3

年度予算を確保しております。その財務省に要求する際に

は、このＡ社の見積りを使って、安いほうを使って要求を

しております。このNECネクサソリューションズについて

は、何度か値下げをしております。最初に高い参考見積り

を出してこられました。そこから約7割ぐらい、最終的に、

この公示をする前に取った参考見積りとして、約7割ぐらい

の参考見積りが出てきております。そして更に、実際の応

札ではもっと下げてきたということですので、先ほどおっ

しゃられましたような戦略を社として取っているというこ

とは十分考えられます。 

 

何か不思議といえば不思議な行動のように思えます。他社

がいないようであれば、そのまま高い金額で応札してくる、

そしてゆっくりもうけさせてもらう。他社がいたら、値引き

して、というのは分かります。1 者しか出していないにもか

かわらず、最初から随分安く出してきていますね。1 つは、

真摯な見積りを出してくれていたのかというところがまず

ちょっと疑問視されます。そうでないとしたら、そうでない

というのは、真摯に出したのであるならば、逆に厚労省側の

調達仕様が分かりづらいということがあり得ます。わかりづ

らいからリスクを折り込んで高め高めに出してきて、いや、

これはおかしいですよと問合せする度に像がはっきりする

から下げていったという説明もあり得ると思うのですよね。 

 

その一面もあるかと思います。先ほど概要説明の際に申

し上げた調達支援業者を入れて見積りを検討して、その度

にここを一つ一つ確認した上で、何度も参考見積りを取り

直しております。 

支援業者というのはＡ社なのですよね。  令和元年度がＡ社になっており、令和2年度はＢ社という

会社。 

 

 

別の所なのですか。 はい、別の所に委託しております。 

Ｂ社については契約の際に、この本調達には参加しない、

系列会社も参加しないということを契約で結んだ上で、調

達支援を行っております。 

 



今の経緯を伺うと、やはり調達仕様が、もしかすると分か

りづらかった可能性があります。こういったものは、IT の

導入業者は仕様が曖昧であればあるほどリスクを見込んで、

「納期がもっと長く必要になる」ですとか、「人員を投入し

なければいけなくなる可能性があるから、その分を増して見

積もります」ということをしがちなので、今回の応札者、NEC

に事後でも、どこの辺りが仕様で分かりづらかったのかとい

うことを聴取して、次の調達にいかしていただければと思っ

ております。 

 あとは、調達委員会からの質問とか指示に対しての対応で、

ほかは特に問題なかったように思われました。強いて付け加

えるならば、今回、敬遠されがちなシステムが含まれている

可能性があると分析されていたので、それはもう切り離して

別調達にしてみるということも考えて、主要部分は競争性が

働くようにするというようなことは、1 つの案かなと思いま

す。 

 今回の調達は、随分日付け的に前のように見えるのですが、

令和 3 年 4 月のものなので、ふだんは余りこの時期にこれは

出てこないように思うのですが、今回はどうして出てきたの

でしょうか。 

まず、契約が 4 月で、実際の運用が 12 月になったという

ことが御質問の１つかと思います。こちらは賃貸借と運

用・保守という 2 つの契約になっており、4 月 22 日に契約

して、そこからシステム開発を始めております。運用開始

が令和 3 年 12 月 1 日になっております。 

 あと、もともとこの更改する前のシステムについては、

本来は平成 28 年から平成 32 年 1 月まで運用期間がありま

した。その際には今回の調達と同じように賃貸借、そして

運用・保守という契約を結んでおりました。ただ、予算が

なかなか高額なこともあって取れなかったものですから、

令和 3年度の 12月まで当該システムを延長して再リースし

ております。その関係もあり、再リースした現行システム

と更改するシステムの開発期間が一部重なっている関係が

ございまして、先ほどおっしゃられた 4月 22日からという、

契約期間が長くなるという御質問に対する 2 つ目の回答か

と思っております。 

 

〔会計課監査指導室の回答〕 

 基本的には、4月の契約であれば第2回等で審査されるべき

であるのですが、抽出対象は各部局の審査会を経て報告があ

ったものから抽出しておりますので、今回は第4回の開催に

当たって社人研から報告が上がったのがこの時期だったの

で、その中から抽出しております。 

 

参考見積りで平均を取っているというくだりがあって、調

達支援業者の助言も得ているのですよね。 

はい、そうです。一応参考見積りは、平均ではなく安い

ほうを、同じカテゴリーの安いほうを積算しております。 

 

そうなのですが、「2社の金額差が大きいため、平均を採

用」とあるのですけれども。 

 

 

 これは実質的にその平均を取ることが理由ですかね。どち

らかが正しいのか、どちらかが間違っているかもしれないと

いうところを整理しないまま、平均を取るというのが何だか

ちょっと乱暴なのかなという気もするのですが、何か背景に

実質的な理由があるのかどうか。 

何者か見積りをお願いしたのですが、見積りが取れませ

んでした。数者、3者などがあれば、どちらかが市場価格と

いうことが分かるのですが、２者しか見積りが取れなかっ

たものですから、そのどちらが市場価格に近いのかという

判断を避けており、平均を取った次第です。 

 

調達支援業者も、そこまではやり切れないということなの

ですか。能力の問題ということですか。 

そこまでの見積りしか出てこなかったというところで

す。 

 

見積りは出てこないのですが、第三者的に見て、これはこ

っちがおかしいとか、あるいはこちらがより実態に近いと

か、そういう何か調達支援業者の独自な意見が結局出せなく

て、出せないから統計的に平均にしたということですか。 

 

当時、この予定価格を作る際には、そこの助言はありま

せんでした。 

ないというのは、もともと契約上、そこまで含んでいない

のか。 

 さすがに予定価格までは支援業者には相談できませんし、

そういった契約にはなっておりませんでした。 

 

参考見積りが妥当なのか、その項目を漏らしていないかと

か、あるいは拾っている金額が、一応合理的に了解可能な範

囲内なのかという、そういうところも仕様には入っていない

のですか。 

 

参考見積りを取るところまでは仕様書に書いてあります

が、そこの妥当性については、どちらかというと社人研内

での確認の範疇かなと思っております。 



 

ここはどうしようもないのですかね。それとも何かもう少

し、出たものをそのまま足して2で割るとか、安いほうを取

るとか、それ以上に何かやりようがある領域なのかどうかと

いうのは分かりますか。 

 

 

おかしいですよね。一番いいのは支援業者にそこまで面倒

を見てもらうように、支援業者との契約を少し見直すという

ことなのかなと思います。厚労省の皆さんの肩を持つという

わけではないのですけれども、やはり省側としては業務を執

行するところが本業でありますので、そこまで抱え込むのは

大変な気がします。だからこそ、支援業者にお金を払ってで

も助けを頼むべきなのかもしれないです。 

 

ありがとうございます。今、次回の令和7年度の更改に向

けてスケジュールを引いたところで、我々社人研だけの能

力ですと、特に難しい仕様書について書くことができない

ので、次回も支援業者を入れて仕様書を書いて、そして工

程管理をしていくという形を取ろうと思っているところで

すので、先ほどの御指摘を反映させていただきます。 

これは契約業者が2者になっていて、再委託という扱いで

はなくて、契約当事者に2者が入るというのは普通にあり得

ることというか、制度で想定されていることなのですか。 

そうです。複数で契約する場合も、まれではありますけ

れどもございます。今回についてはリースができないとい

うことで、リース会社に所有権を一旦移して、そこからレ

ンタルをするという形で契約をしております。 

それは入札の時点では明らかになっていないですよね。入

札自体は1者だけですよね。 

はい。 

そういうことが可能であるとか、ここと契約することが適

切だというのは、どの時点で役所側としては意思決定してい

ることになるのですか。 

契約に当たって出されてきました書類の中で、応札書・

企画書の中で本来は出されるべきだと思うのですが、実際

は書いていなかったのですが、プレゼンの中でそういった

お話は出ておりました。 

再委託のときよりももっと当事者性というか、第三者性が

強いので、よりチェックというか審査が入ってしかるべきか

と思ったのです。 

はい。この業者については契約書の中で、3者契約を結ん

でいるということで、再委託という扱いにしておりません。 

IT のサーバとかコンピュータとか様々な、特にハードウ

ェアのリースが入っている場合、ハードウェアの納品する業

者とは違って、ハードウェアを一旦所有して、それを貸し出

すというファイナンス業者を介するというのが、一般的な契

約になっております。 

 多くの場合、厚労省の場合は大きい金額のものが多いせい

もあると思うのですが、今回は NEC ですけれども、そういっ

たベンダーの傘下にある、提携関係にあるとか子会社の関係

にあるファイナンス業社が、その立場に来るというのがほと

んどであります。自然か不自然であるかということで言う

と、今回のはリースが含まれているので、自然なパターンか

なと、私は理解いたします。 

〔会計課監査指導室の回答〕 

再委託については、「再委託とは、本来受託者自ら行うべ

き業務の一部を効率性、合理性等の観点から例外的に外部発

注するものであり、契約目的を達成するため遂行する一連の

業務に付帯して印刷、通訳、翻訳等を外部の専門業者に発注

することは、再委託に当たらない。」と定義しています。（厚

生労働省大臣官房会計課長通知 会発第０４１５００６号 平

成21年4月15日） 

今回の審査案件のようなシステムの構築における機器の

部分は、民法第５３７条に規定する「第三者のためにする契

約」に準拠した契約方式で、発注者甲の契約の申し込みに対

して、応札した乙が丙との契約により乙の責任において丙を

して甲に対する賃貸債務の履行をさせるもので、甲は、賃貸

料を丙に支払うという３者契約の形を取っています。 

  

システム構築の業務等でリース契約においては、３者契約

によることが一般的となっているようです。 

 

（分科会長の意見） 

予定価格を立てるための参考見積りの在り方について、

今、問題提起がなされていて、幾つか申し上げたところだと

思います。問題意識をつかんでいただいたと思います。工夫

できるところがあれば、是非していただいて、支援業者の更

なる活用が可能かどうかも含めて、御検討いただければと思

います。 

 



 

【審議案件２】 

審議案件名 ：園内ネットワークサーバ機器の交換 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、新規であり、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：国立療養所栗生楽泉園 

契約相手方 ：株式会社コーワパートナーズ 

予定価格  ：4,840,000円 

契約金額  ：4,840,000円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和3年9月27日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

 今回導入されたサーバというのはいわゆる既製品で、新し

い機能を新たに開発するというサーバではないと見ており

ますけれども、それは間違いないでしょうか。 

 

 既製品といっても当園にあったような、ちょっとカスタ

マイズしたような形になっています。 

サーバは利用する組織によってカスタマイズとか設定が

必要だとは思うのですけれども、既製品ではないとなった場

合、通常は設計仕様から作り直すようなものを考えるので、

今回は既製品と言うべきではないかと思います。要するに、

基幹部分の仕様が特殊ではないという言い方もできると思

うのですが、そうなってくると、業者を指定しての随意契約

をする必要性というところがやはり低い、弱いと言わざるを

得ないのではないかと思います。少しでも停止してはならな

いサーバなのだという主張が随契理由に挙げられてはいる

のですが、停止してよい業務というのが厚労省にあるとは思

えないのです。これを言われて随意契約にするというのを何

でも認めてしまったら、全ての契約が随契でできるような話

になるし、行政の側での時間の不足若しくは遅滞によっては

緊急随契は認められないというのもわざわざ出されている

ぐらいですから、時間がなるべく早く欲しい、少しでも停止

しては困るというのは理由として不適切だと思います。もし

も少しでも停止はいけないサーバであるならば、耐障害性を

上げるという形で調達するべきだと思うのです。二重化する

ために調達しますとか、止まらないシステムを作るための調

達だというなら分かるのですけれども、止めたくないから随

契だというのは、ちょっと納得し難いです。あと、今回は見

積り合わせとか、値下げ交渉はなされているでしょうか。 

 

見積り合わせは特にやっておりません。 

随契だからこそ、その辺をきっちりやっておかないと、

後々説明できなくなってしまうことが多いかと思いますの

で、お忙しいとは思いますが、そういった調達の際、特に随

契のときには注意して、なぜここに頼むのか、なぜこの金額

でいいのかを記録できるようにお願いしたいと思います。 

 

 

今の随契としてどうかという話なのですが、先に委員に伺

いたいのですが、例えば随契でないとしたときと、そうでな

いときの納期の差というのでしょうか、最低限の期間はある

と思うのですが、どの業者であっても、このぐらいの納期で

あれば余り差がなくできる内容ではないかということにな

るのですか。 

〔Ａ委員の回答〕 

そういうふうに仕様を見る限り考えております。もちろ

ん、一般競争にした場合はそのプロセス自体が長くなって

しまうという意味で、トータルの調達に掛かる時間は長く

なりますけれども、一旦ここと契約すると言った後の時間

については、差は余りないはずです。 



そこは前提次第のところがあろうかと思うのですが、今の

議論であったように、入札か随契かという大きな枠と、随契

の中でも工夫の余地が更にあるのではないか。特に業者選定

とか価格の適正性ついては、随契であるからといってノーチ

ェックというわけにはいきませんよというところの両方含

んだ話だと思います。この事案で入札ではなくて駄目だと、

随契が駄目なのかどうかは、その辺のスピード感というか時

間の関係が自分は基準を持ち合わせていないのですが、1 者

しか見積りを取らないとか、その金額の適切性について何か

チェックした形跡が、もしないのだとすると、そこはどうな

のかなと思うのです。例えば、この関係のいつも取引してい

る出入りの業者でコンピュータを扱えるのが複数者あって、

今回は頼まなかったけどもこっちは聞けるよとか、あるい

は、こういうことも想定して複数の業者、1 つの領域なのだ

けども複数の業者で 1 者にならないような、長い目で見た工

夫とか競争性の発揮の努力の余地というのはあるのでしょ

うか。 

 

今回随意契約としていたのですが、もともとこのネット

ワークサーバの更新が令和２年度に予定されていたのです

が、予算の関係で更新できなかったこともあって、ちょっ

と延び延びになってしまったのです。突然壊れてしまった

ということで、もともとこのサーバを入れるときには入札

をするというつもりであったようなのですが、今回突然サ

ーバの故障ということで、園内のウイルス対策もあったり

して、随契にしてしまったというところがございます。 

（分科会長の意見） 

随意契約という手法を取ったという選択自体ですが、本当

に緊急の必要性があったのかどうかというところで、随意契

約にならない方法でやる余地があるのではないかと。決定的

な障害にならないように事前に対応することも含めて御意

見がありましたので、次回調達のときに何か改善の余地がな

いかを検討していただきたいということと、業者の選定と金

額について、全然無批判に受け入れていいということにはい

ずれにせよなりませんので、より公正・適正らしさ、見え方

としてですが、そこが担保できるように次回努力していただ

ければと思います。 

分かりました。 



 

【審議案件３】 

審議案件名 ：国家検定・血液製剤の製造・試験記録等要約書電子審査システムの運用支援・保守業務一式 

資格種別  ：役務の提供等(「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」ランク) 

選定理由  ：一般競争入札（最低価格落札方式）を実施している案件中、一者応札であり、落札率が高いため。 

発注部局名 ：国立感染症研究所 

契約相手方 ：キーウェアソリューションズ株式会社 

予定価格  ：31,185,000円 

契約金額  ：31,132,200円 

落札(契約)率：99.8％ 

契約締結日 ：令和 3年 10月 1日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、キーウェアソリューションズ株式会社が契約の

相手方となった。落札率は99.8％である。 

意見・質問 回   答 

資格等要件を振り返って、あるいは次回調達を視野に入れ

て、やはりこれは必要だということなのか、何か緩める余地

があるかなど、その辺の自己分析はどうなのでしょうか。 

 

資格等の要件については、情参室等と仕様書の調整・作

成を進めており、必須要件となりますので、これはこのま

ま緩和することができない要件となります。 

今回の金額規模ですと、恐らく中小の IT 企業の大きい側

ぐらいの所が応札してくるのかなと思うのですが、そうする

と今回、要求している様々な作業要員に求める資格を全部そ

ろえてくるのは、それなりに大変なのではないかと思いまし

た。無理ではないと思いますし、このような仕事を取りたけ

れば資格を取っておけというのはあるのかもしれませんが、

そうであるならば、今後もこれが続くようでしたら、このよ

うなお仕事を定期的に厚労省では発注しているけれども、こ

のような資格が必要なので、考えている事業者は準備しまし

ょうみたいなことを周知するなどして、複数の応札業者が現

れるようにする御準備を頂ければいいかなと提案をしたい

と思います。 

拝見した限り、仕様は非常に細かく書かれていて、読んで

作業の想像がつかないということはないように思うので、そ

のような意味では、もしも削除可能な資格等があるようでし

たら、それを十分、仕様書のとおりにやってくれればいいと

いうことで指示できると思います。もう少したくさんの事業

者が安心して手を挙げてくれるように御準備いただければ

と思います。 

 

 

予定価格の関係ですが、資料に参考見積りが付いており、

それを基に予定価格を立てている立て付けになっているよ

うですが、この参考見積りを取っている業者というのは、こ

の1者だけになるのですか。 

 

結果的に1者となりました。入札説明書を配布した業者に

も御提供いただけないかとお願いはしたのですが、これは難

しいということで、1者からしか入手することができません

でした。 

例えば、予算の段階であるとか、あるいは、別のタイミン

グで参考見積りを取ることは、この案件で過去にはあったの

ですか。それとも、この1回だけ唯一取ったこの見積りでと

いう感じなのでしょうか。 

 

 予算要求をした際には、別の会社からも入手はしたのです

が、結果的に調達の段階になって仕様書も固まった時点で、

改めて見積りを徴取したところ、結果的に1者からしか頂く

ことができなかったということになっております。 



 

もともと、この入札公告をして、意向を示した者に対して

参考見積りを取ろうと、初めからそのようにしようと決めて

おられて、3者来てくれたのですが、対応してくれたのが1

者だけだった。実際、入札もその1者だけだったということ

になるのですが、その参考見積りのタイミングや参考見積り

を取る相手方は、それが唯一の正解というか手法なのか、要

するに参考見積り、予定価格の算出は本来であれば、自前で

やるとか、あるいは部分的に業者を参考にはするけれども、

それが正しいかどうかというのは発注者側、自分たちで判断

して決めると思っており、初めから入札に参加しそうな限ら

れた枠内で予定価格を立てて、その人たちだけで競争してと

いうのが、何か初めからそのようなことが唯一の考えという

のはどうなのだろうと思ったのです。その辺はどうやって考

えたらいいのか、そのようにする指導とか、例えば監査指導

室から何か発信があるとか、そのようなことはあるのです

か。 

 

 今回、予定価格を立てる際に、まず見積りを頂いたものの

金額と、積算資料を基に計算をした金額を比較して、それが

予算に収まる範囲で安いほうという考え方を用いて積算を

しました。予定価格を作るに当たり、監査指導室に事前に相

談することは、今回ありませんでした。 

基本的には、この金額と54か月というのでやり、参考見積

りが安ければ、そちらにするつもりだったとすると、この54

か月の出所はどこにあるのですか。 

 

54か月というのが契約期間になります。令和3年10月1日か

ら令和8年3月31日の4年6か月相当の期間になります。 

これは開発ではなくて支援・保守だから、このようなこと

になじむのですかね。Ａ委員は、この考え方に特に違和感は

ないですか。 

 

〔Ａ委員の回答〕 

それについては、特段、違和感はなかったです。 

了解しました。説明を理解いたしました。 

 

 

移行後のシステムでは、第一期プラットフォームで導入さ

れたシステムの一部は、そのまま引き続き使われ続けるとい

う理解で正しいのでしょうか。 

 

そうですね。業者がそのプラットフォームをベースに、や

はりもっと開発したいということであれば、そのようなこと

になるかと思います。 

そこは選択できる感じなのですね。 おそらく今後クラウドにするなど、いろいろな可能性があ

る中で、最適なものを選択していく可能性があるかと思いま

すが、作った資産をいかせるような形でやっていきたいとい

うのは根本思想としてはあります。 

 

（分科会長の意見） 

 自己分析されているように、作業要員に求める資格等の要

件により、なかなか応札者数が伸びていないということのよ

うですが、本当に将来にわたってこれが必要なのかどうか

は、その都度、きちんと御検討いただくことと、あるいは、

前広にこのような資格が必要な調達が将来あるのだという

ことを、例えばアナウンスすること、事前に備える等により、

より応札者数が増えるように何か工夫の余地がないかとい

うところを不断に検討していただければと思います。 

 

 



 

【審議案件４】 

審議案件名 ：人口動態調査オンライン報告システム第二期政府共通プラットフォーム移行作業等一式 

資格種別   ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：日本電気株式会社 

予定価格  ：141,570,000円 

契約金額   ：141,570,000円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和 3年 10月 22日 

（調達の概要） 

 会計法第２９条の３第４項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１３条第１項第２号に基づ

く随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

移行後のシステムでは、第一期プラットフォームで導入さ

れたシステムの一部は引き続き使われるという感じでしょ

うか。それとも、第一期プラットフォームの中身をガラッと

変えて第二期のシステムになるという、そのような理解のほ

うが近いでしょうか。 

 

今回の第一期PFから第二期PFへの移行は、第一期PFにあ

るデータを第二期のPF環境にこのまま持っていくことにな

っています。新しく機能追加とか、そのようなものではな

く、単純にデータ移行作業となっております。 

随契理由の中で、今回、国の物品等又は特定役務の調達手

続の特例を定める政令第13条1項2号を適用しているという

ことで、これは余り出てこないと思うのですが、皆さんの考

えでは、要するに、データをそのまま移行する以上は、その

情報システムは部品交換に相当するからこの条文を使った

という、そのような理解でしょうか。 

政府調達の議定書の要件からすると、当初の調達で購入

された既存の機材やソフトウェア、サービス又は設備との

互換性又は相互運用性の要件、その他経済的又は技術的な

理由により追加の物品又はサービスについて供給者を変更

することはできないこととなっており、サービスについて

も既存のシステムから変更できないということで、この条

文を適用したことになります。 

 

この条文は機械等の交換部品の調達の効率化ということ

ではなかったかなと思っていたので、今回のような新しいシ

ステムを買って導入するときは、予決令等を適用するのが普

通ではないかと思ったというのがここに疑問を感じたスタ

ートだったのです。今回の適用条文に関しては、適切なのだ

という理解でよろしいのでしょうか。 

 

金額的にも、政府調達の案件に係るものでしたので、こ

ちらの条文を記載したということになります。 

公共調達委員会は、もちろん、それで良いと言っているわ

けですので、恐らくそれで問題ないのだろうとは思うのです

が、少し珍しい事例だと思って確認した次第です。 

 

 

随契であっても契約率100％になるとは必ずしも言えない

とは思うのですが、この案件において価格交渉をされたの

か、あるいは予定価格が適正であることについて何らかの調

査・確認をされたのかというところはいかがでしょうか。 

 

金額に関しては業者と精査し、随意契約になりましたが、

金額は精査して落としております。 

その精査する手法ですが、何か外部の助言や助力を得て精

査されたのか、それとも、過去の経験から自前で確認された

のか、どちらになるのでしょうか。 

 

後者のほうになります。特に、外部委員の方に助力いた

だいてはおりません。 

内部なりに何かある程度、この領域に詳しい方の知見を得

たりするような余地はあるのですか。 

場合によっては、システム担当、一括して仕様書等を見

ている担当者がいるので、そういった所に相談することは

可能かと思います。今回のこの件については、特にそうい

ったことは行っていません。担当部局から何度か会社にア

クセスしたという感じになります。 



参考見積り上も値引きがあるので、何らかされたのだと思

いますが、ある程度裏付けを持った交渉ができるのか、少し

負けてくださいよみたいな、そのようなレベルの話になるの

か。このようなときは自前で構わないが、こういう案件、こ

ういう規模だったら、ある程度の専門家の助力を得るとか、

場合によっては、調達支援業者の契約に委ねるとか、何かそ

ういう手続選択の目安というか考え方があるのであれば、そ

のようなことが広まれば、もう少しバラバラにならなくてい

いのかなと思ったのです。 

 

この案件は契約の当事者を会計課長でやっております

が、今のところ例えば規模的に何億円以上だったらこうだ

とか、何千万だったらこうだとかというような、随契に関

してそのような価格交渉のやり方というのは特段決めてい

ないのです。それぞれに任せてしまっている部分はあるの

で、少し参考にさせていただきたいと思います。 

（分科会長の意見） 

この件については随契としたこと、その他調達全般につい

て特に御指摘するようなことはなく、引き続き適正な執行に

努めていただきたいと思います。 

 

 



 

【審議案件５】 

審議案件名 ：新型コロナワクチンに係る自治体等説明会（オンライン）運営業務 

資格種別  ：役務の提供等(「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」ランク) 

選定理由  ：一般競争入札（最低価格落札方式）を実施している案件中、低入札価格調査を実施しているため。 

発注部局名 ：大臣官房会計課 

契約相手方 ：株式会社エイチ・アイ・エス 

予定価格  ：14,229,935円 

契約金額  ： 1,980,000円 

落札(契約)率：13.9％ 

契約締結日 ：令和 3年 11月 10日 

（調達の概要） 

一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、２者応札があり、株式会社エイチ・アイ・エスが契約の相手方と

なった。落札率は 13.9％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

今回の低入札価格調査でのやり取りに関しては、特別聞く

べきことが足りていないのではないかというような疑問提

起はなく、適切に行われているのではないかと思っておりま

す。低入札価格調査の内容に関しては、そのように考えてお

ります。あと、事業者の側も特段思い違いをしているようで

はなかったようです。低入札価格調査の記録によれば、何か

の間違いがあってひどく安くしているということでもない

ようですので、今後の調達時に参考にしていただければいい

のではないかなと思います。 

1つだけ、申しておきますと、開札調書で、Ａ社の順位が

入っているのですが、これは比較価格が違いますよね。予定

価格を超えてしまっているので順位はつかない失格という

のが正しい扱いだと思うので、こちらは御注意いただく必要

があるかと思います。最低価格なので、特段トラブルはない

と言われてしまえばないのですけれども、総合評価のときな

どにこれをやってしまうと、失格だった所が復活してしまう

というような事務的な手続上の間違いもないとは言い切れ

ないので、予定価格超えは順位なしで処理していただくのが

よろしいかと思います。 

 

予定価格の算出の過程というか、手法について教えていた

だきたいです。単価については、例えばこの資料の中にあり

ますが、人日や項目ごとの拾い方、その辺でＡ社の参考見積

りによるのかとか、あるいはそうでないのかとか、どんな感

じだったかなと思いました。 

Ａ社から頂いた参考見積りをベースに積算しています。

実際には業務に係る会場借料とアカウントは別にしており

ますので、実際に会場の準備に幾ら掛かるかですとか、備

品の準備にいくら掛かるかということを基に積算しており

ます。 

低入札で調査されていて、エイチ・アイ・エスはこれで積

算漏れがないということはそのとおりだと思うのですけれ

ども、振り返ってみて、今後次回の調達をどうするかにも関

係するのですが、人日の工数が少し多過ぎたのか、あるいは

エイチ・アイ・エスが格段の努力なのかノウハウなのか分か

りませんが、特殊なのであってということになるのか。開き

が結構大きいので、単価はそんなに大きな開きにならないの

でしょうけれども、最低賃金もありますし、人日については

どのような分析になりますか。 

今回の積算については、エイチ・アイ・エスの結果はさ

ておき、予定価格の積算の段階では5か月5回の会議をどの

ように行うかということで、必要となる業務量を見積もっ

て計算しておりますので、あくまでもエイチ・アイ・エス

のほうが、人件費は利益を度外視して、人件費を積まずに

入札してきたという特殊要因があったものと考えていま

す。 

入札の仕組みでは最賃割れのような金額で入れてきても、

それを阻止する仕組みがないから、これはこれでそういうも

のだと割り切るしかないということになるのですかね。そう

すると、次回以降も基本的には同じような枠組みで予定価格

を立てるということになりますか。 

 

もちろん必要な予算を要求しているかと思いますので、

我々もその範囲で予定価格を積みまして、競争の結果、よ

り安い金額を入れた所に実施していただければいいのかな

と考えています。 



予定価格と落札者の入札額が大きく違ったというのは、あ

る意味仕様書で書き切れていなかったところがあると思う

のです。特にＡ社のほうがすごく高く入れてきているという

のは、例えば低入札価格調査の中で書かれていることです

が、カメラは ZOOM を念頭に置いていれば必要なかったなど、

いろいろあります。今回は特に問題視すべき案件であるとは

全然思わないのですが、次回以降に似たような案件がありま

したら、厚労省側はこの程度のスペックを求めているのだと

いうことを明示することで、もう少しレンジの狭い競争が起

きるのではないかと思います。結局、大きな所は体力もお金

もあるので、豪華なものを持ってきてしまっている部分が、

曖昧なところがあればあるほどやってしまうと思いますし、

小さめとか中小企業でありますと、安さで勝つしかないか

ら、特に仕様書に書いていないならここは落としていこうと

いうことで、小さなロジスティックスを提案してくる。その

せいで今回開いてしまったと思いますので、今回の糧とし

て、次回以降の似たような調達では、より仕様を明確化して

いただくというのが一番いいのではないかと思います。 

 

 

 〔会計課監査指導室の補足説明〕 

 昨今の状況を申しますと、やはり最低賃金とか実勢に応

じた適正な予定価格をまず立てるというのが1つ流れとし

てありますので、今後はそういうものは気を付けていくと

ことになります。特に、低入札価格調査の制度を活用して、

入札価格の内訳とか履行体制、経営状況の聴取などによっ

て、入札価格の妥当性についても確認することとなってい

ます。これは中小企業に対する契約が主なのですけれども、

そういった通知も出ています。 

人件費を計上していなかったという説明がありました

が、ただ、人件費をどう考えているかというのは確認する

必要はあったのかなという気はします。入札金額としては

すごく安い金額で入れたとしても、実際の給与については

ちゃんと出しているということであればいいでしょうし、

その人件費が最低賃金を下回るような金額で出されていれ

ば、それはちゃんとしてもらわないといけないので、もし

それがこの金額ではできないと言うのであれば、正さない

といけないと思っています。 

 

（分科会長の意見） 

この案件はこれで以上としたいと思います。 

 

 



 

【審議案件６】 

審議案件名 ：マスク等国内生産・輸入実態把握調査業務一式 

資格種別  ：役務の提供等(「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」ランク) 

選定理由  ：一般競争入札（最低価格落札方式）を実施している案件中、一者応札であり、落札率が低いため。 

発注部局名 ：医政局 

契約相手方 ：株式会社シード・プランニング 

予定価格  ：19,215,350円 

契約金額  ： 4,631,638円 

落札(契約)率：24.1％ 

契約締結日 ：令和 3年 10月 11日 

（調達の概要） 

 一般競争入札（最低価格落札方式）を行ったところ、１者応札があり、株式会社シード・プランニングが契約の相手方

となった。落札率は 24.1％であり、低入札価格調査を行った。 

意見・質問 回   答 

1 者応札については、分析していただいたとおりだと思い

ます。特別に何か困難な案件とも思えませんので、ちょっと

話が急だったかなというのはあると思うので、もし後続の似

たような案件があるようでしたら、できるだけ早く公告した

り周知するようにお願いしたいと思います。 

あと、低入札価格調査の対象になっていることから明らか

なとおり、積算根拠は改める必要があるのではないかと思わ

れます。少し盛り過ぎにも思われて、今回の応札者が特別な

ダンピングをしているようにも見えません。内訳も出ており

ますので、そういったことを基にアップデートしていただけ

ればと思います。 

 

 

まだ履行期限内ではあり、大分終わりに近付いています

が、履行状況か何かで気になる点はありますか。まだ分から

ないですか。 

 

明後日、集計結果を報告いただくのですが、それまでや

り取りをしている中では、順調に調査は進んできていると

いう報告は、中間的に聞いております。 

落札率が低いので今、委員がおっしゃったところの予定価

格の立て方の問題かと思います。手法ですが、参考見積りを

利用されたのか、何か類似案件を参考にされたのか。あるい

は、御自身で工数を積み上げたのかはどうなりますか。 

実は、この調査は今年度 2 回目で、昨年度も実施してお

ります。昨年度は総合評価落札方式で実施しました。その

請負業者はこのシード・プランニング社とは別の業者で、1

者応札になっているのですが、実質業者は変わっておりま

す。今回の予定価格の立て方としては、昨年度の総合評価

で実施した業者の見積りを参考として予定価格としたもの

です。 

 2 年目になり、比較的調査票の作成や昨年度のものは十

分活用できたので、そこはかなり安くなり、我々の想像以

上に安くなったのかなというところで、落札率が相当低く

なった要因かと思います。来年度以降については、今年度

の結果を十分踏まえた形での調達になると思います。 

 

業務としても特に難易度が高いものでもなくて、前回調達

の契約相手方は、審査調書に記載されている、この大手の会

社ですか。 

そうですね。昨年度は、Ａ社というシンクタンクにお願

いしました。実は、このPPEの調査はそもそもどういう客体

があるのか、どういう調査票でやっていいのかは全く未知

の世界でしたので、結構シンクタンクを活用し、そこから

十分やったのが昨年度の調達でした。今年度はその結果を

踏まえ、最低価格落札方式でできるだろうということで実

施した結果が、こういった結果になっております。 

 



 

（分科会長の意見） 

結果として1者応札になっているところについては、初回

調達でもない中で、公告期間が短かったのではないかと分析

していただいているので、そこについては、また類似調達、

次回調達をするときには御留意いただきたい。その他につい

て、適切な予定価格の算出にも御努力いただきたいと思いま

す。 

 



 

【審議案件７】 

審議案件名 ：後見人等への意思決定支援研修・広報啓発一式 

資格種別  ：役務の提供等（「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」ランク） 

選定理由   ：一般競争入札（総合評価落札方式）を実施している案件中、１者応札であり、契約率が高いため。 

注部局名   ：社会・援護局 

契約相手方 ：みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 

予定価格  ：16,499,000円 

契約金額  ：16,489,157円 

落札(契約)率：99.9％ 

契約締結日 ：令和 3年 9月 10日 

（調達の概要） 

一般競争入札（総合評価落札方式）を行ったところ、１者応札があったが、予定価格の制限に達しなかったため、入

札したみずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社と協議したところ、予定価格の範囲内の金額の提示があったことから、

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社と予算決算及び会計令第９９条の２に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

今回は随契ということで上がってきているのですが、随契

に至った理由は明確ですので、その点について特段問題にす

べき所はないかと思います。最初の応札と予定価格がものす

ごく大きく開いてしまっているのが少し気掛かりな点であ

り、これは厚労省側が、もともとのこの仕事の規模感と見合

った金額の認識が、市場とかけ離れていたのか、あるいは予

算的にここまでしか取れていないから、仕事はもっと大きい

のだけれども仕方がなかったということなのか、この辺りは

どちらなのでしょう。 

 この調達案件を掛ける際に、公共調達委員会に出して意

見を頂いており、その中で会場借料、会場借上げ料を別途

支払いということで、本体契約から外して入札をしてくだ

さいというルールにしています。令和2年度までは同じ会社

にやっていただいて、令和2年度は会場借料は本体価格に入

っていた。令和3年度からこういった指摘を受けて外してい

て、業者からすると例年どおりというか、昨年度と同じ形

で入札をされたので、少しそこの認識違いがあったところ

があります。市場価格の適応とか、予算が少なかったから

という理由ではなくて、少し事務的なところでうまく伝え

切れていなかったところがあり、その辺は入札の説明会で

我々も丁寧に説明すべきであったと思いますが、そういっ

た事務的なところで少しずれが出ていたのかと分析してお

ります。 

それでは、会場借料等が考慮されれば、大体予定価格程度

に収まっていたはずだということで理解してよろしいです

か。 

この研修が今年度全国32か所でやる研修で、どうしても

会場の使用料がすごく大きく掛かってしまったので、そこ

は大きくずれていたということです。そこをうまく御理解

いただいた後は、契約金額と予定価格も、一致はもちろん

しないのですが、この予定価格自体も令和2年度の実績を基

に我々も算定をしているので、比較的近しい値になったの

かと考えている次第です。 

 

そういうことでしたら、特に厚労省側が仕事の規模とか市

場価格を見誤っているということではないので、特段ますま

す問題ないのではないかと思います。強いて申しますと、開

札調書で、今回の随契でなく、その基となった総合評価で、

価格点がマイナス何十点と入ってしまっているのですが、予

定価格を超えていますから、これは評価なし、失格だから点

数なしとすべきだと思います。総合評価の場合ですと、こう

いうものが出てきたとき、正の大きな点数の技術点と足し算

してしまって生き残ってしまうという勘違いがあってはい

けないですし、今後はその点はお願いします。マイナス点は

付けずに失格ということで、空欄若しくは横線にしていただ

くのがいいと思います。 

 

御指摘の点を踏まえて、次年度以降の入札、調達に心掛

けたいと思います。ありがとうございます。 

ちなみに、これは同種の調達は毎年、規模はともかくとし

て続く感じですか。 

 

令和2年度、令和3年度をやっていて、令和4年度も少し形

は変わるのですが、実施していく予定です。 



（分科会長の意見） 

抽出としては随契として上がってきていますが、その背景

には 1 者応札、それも 1 者が随分高い金額だったというとこ

ろも見えてきていますので、そこら辺は本来の抽出理由から

離れますが、より応札されやすい工夫も必要と思います。も

ちろん、先ほどおっしゃっていた仕様の明確化ということも

ありましょうし、恐らく周知期間、公告期間も少し長目に取

られたという工夫はされている節はありますが、そこら辺を

引き続き御努力いただければと思います。随契であること自

体については、特段問題点はなかったと考えています。 

 

 



 

【審議案件８】 

審議案件名 ：労働基準行政関係相談業務に係るコールセンターの設置・運営事業 

資格種別  ：－ 

選定理由   ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：労働基準局 

契約相手方 ：ソフトバンク株式会社 

予定価格  ：4,624,972,000円 

契約金額  ：4,624,972,000円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和 3年 8月 2日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

まず、変更契約を行ったことについては、当然な措置と思

われますので、問題ないのではないかと思います。こちらで

確認したいのは、増額分の積算根拠は一体どういうものだっ

たのかという点です。相手から見積もってきたものを使って

いるのかとか、自分たちで積算したものを相手に提示しての

んでもらったとか、その辺りを教えてください。 

一旦ほかの類似業務で行っているようなオペレーターの

単価とか、そういったところから見積りを立てました。た

だ、その上で、完全にそういったものを見せることなく、

先方から見積書を提出していただいて見比べた際に、こち

らの予定価格というか積算価格よりも大幅に低減できるこ

とが確認できました。実際の契約価格については、そうい

った形でソフトバンクの見積りによることとなっておりま

す。 

 

それでは、向こうから提示された金額をそのままのむとい

うことでなく、ちゃんとこちらで積算したものと照らし合わ

せたということで、問題なしということですね。 

 

はい。 

承知しました。特に問題なかったかと思います。 

 

 

今おっしゃったように、自ら算出したものと参考見積り

と、安いほうを取ったとか、そういうような記載や痕跡は特

にないのですが、実はそれをされていたということですよ

ね、今の御説明だと。 

 

そうです。 

資料というか、決裁関係の作り方かもしれませんが、その

ようなことをされたのであれば、そのようなことにされた痕

跡を残されたほうが、きちんとされたのだということが後か

らも分かるのかと思います。 

 

 承知しました。 

（分科会長の意見） 

変更契約とした点、あるいは予定価格というか、契約率

100％ですが、そのこと自体についても特段指摘もないし、

問題なしという形で整理したいと思います。 

 

 



 

【審議案件９】 

審議案件名 ：最低賃金に関する調査研究等事業 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：労働基準局 

契約相手方 ：株式会社三菱総合研究所 

予定価格  ：28,526,300円 

契約金額  ：28,526,300円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和 3年 9月 22日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

変更契約をされたこと自体は、全く問題とするところはな

いのではないかと思います。品目の積算についてなのですけ

れども、向こうから出してきたものと、こちらの積算が同じ

金額になっているのですが、これは内部で積算する際に利用

した資料や、あるいは何か決められた方法というのがあるの

でしょうか。 

 今回、変更の契約を検討するに当たって見積りを再度取り

まして、現在の委託先に再度見積りを取る形で、見積りを基

に予定価格を決めたところです。 

そうなのですね。先に自分たちで見積もったのではなく

て、これぐらいの追加をしたいのだと言って、先方に見積り

を立ててもらってから、自分たちでも立て直してみたとい

う、そういう感じなのですか。 

はい、そのとおりです。 

なるほど。18ページにあるのが、厚労省が中で立てた見積

りというか積算で、20ページが業者さんから、三菱総研から

出してもらったというもので間違いないでしょうか。これは

違いますか。 

いいえ、そのとおりです。失礼いたしました。 

三菱から出された後、厚労省の中でももちろんその積算根

拠は確認して、妥当だと考えたので契約したということなの

ですよね。 

はい、そのとおりです。 

特に変更契約自体には問題はないのではないかと思って

います。 

 

参考見積りを、順番からすると日付が同じなのですが、こ

の参考見積りを取って、18ページの既存のものの引き算をし

て、その差分だけを17ページの内訳で作ったみたいになって

いるのですか。 

はい、そのとおりです。 

金額が一致しているのだと思うのですが、内訳の入り繰り

があるけれども結果的に金額が一致しているように見える

のですが。この増加額内訳の内訳部分のカテゴライズという

か、分けたというのは、これは発注者側の基準に基づいてば

らしたというか、積んでみたということになるのですか。参

考見積りではここまで細かく分けたり、単価が書かれていな

いですが。 

はい、そのとおりです。その変更契約に当たって増える

分というのが大事ではありましたので、こちらで分けたと

いう次第です。 

おそらく既存の契約の単価か何かをそのまま流用するの

ですかね。独自に一応チェックはされたとは今伺いましたけ

ども、これだけ細かい職種というか、その階層の単価表みた

いな、何か既存のものをお持ちなのですか。 

こちら側でここまで細かく一覧といいますか、単価表を

持っていたわけではございませんでした。既に4月に契約し

ていたときの内訳と今回の内訳と、参考にした部分はござ

います。 

今回の内訳がそれほど詳しくないのに、更に詳しくなって

いるから出所はと思ったのですが。既存契約の内訳か何かを

参考に、そこから持ってきたみたいな感じだと、そういう御

趣旨の話ですか。 

 

はい。あとは見積りの際、先方に少し聞き取りをしたり

したところもございまして、形式的に先方からの見積りの

内訳にも入らないようなところまで少し伺って作成したと

いうところはございます。 



例えばプロジェクトアドバイザーが12万×23時間とあり

ますが、これは1時間当たり12万円だという趣旨の量になる

のですか。 

はい、そのとおりです。 

これは内訳書から全く窺い知れないところなのですけれ

ども、担当説明で何らか情報を得て、1 時間単価 12 万円×

23 時間を積んだということになるのですかね。合計の金額

がぴったり合っていて、内訳に入り繰りがあるというのが若

干気になりまして。多分お分かりにならないと思うのです

が、結局その変更契約によること自体はやむを得ないとし

て、ただ、元の契約金額に比して、それなりの比率なもので

すから、また予定価格の適正性については、基本的には本来

は御留意いただいて、そこは検証していっていただくべきで

す。一応検証されたということなので、この場では伺ってお

きますけれども、その根拠といいますか、その公正あるいは

適正らしさというのが後で確認できるように残すことも大

事なのかなと思います。この事案、特に具体的な御指摘はい

たしませんが、そこら辺を御留意いただければと思いまし

た。 

はい、承知いたしました。 

付いている資料からだと、余り読み取れなかったというこ

とです。 

 

見積書を取って、それまでの契約との差額を見てというこ

とで、当てはめをしたらこれくらいの追加金額になるのだろ

うということは計算としてできるし、現実に業務を進める上

ではやらざるを得ない部分があると思うのですね。その上

で、例えば主任研究員が何人日増えたから、この分の金額が

増えたのだなとかいうところは分かりやすいと思うのです

けれども。元の契約になかったプロジェクトアドバイザーや

シニアエコノミストが出てきた辺りは、何でこういうものを

持ってきて積算したのかというのは、説明としてはあったほ

うが良かったのだろうなと、今、委員とのやり取りを聞いて

いて感じました。加えて、外部研究者、嘱託研究員みたいな

のも、前の所では一式の単価が 60 万とか言っているのに、

後の追加分では、一式で単価 10 万円になっているのはどう

いうことなのですかと、単価表はないのかという突っ込みは

十分にあり得ると思うのです。 

最初このやり取りを伺うまで気付かないでいたのですけ

れども、委員が御指摘になったのは、そういったところがな

ぜ加わったのですかというようなことが、せめてドキュメン

トとして書かれていないことには点検のしようがないでは

ないか、あるいは将来の検証に耐えられないということだと

思います。見積りを取った上で差額を基に検証したというこ

と自体を否定はしないのですけれども、合理的な説明、これ

だけの仕事には実はコーディングが必要になったのだから、

その分プログラムを書く人が必要になったから、こういうふ

うな人日を掛け算して足しましたなど、きちんと分かるよう

にすることは重要かなと思います。特に変更契約は随契の1

つなので、何でもありかと国民に思われたら、もう全く信用

されなくなってしまいますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

はい、承知いたしました。 

（分科会長の意見） 

 先ほど申し上げた内容をもって、まとめに代えさせていた

だきたいと思います。 

 

 



 

【審議案件１０－１】 

審議案件名 ：新型コロナウイルス感染症への検疫対応に係る業務支援システムの運用及び保守一式（第２回変更契約） 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：成田空港検疫所 

契約相手方 ：株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング 

予定価格  ：14,107,500円 

契約金額  ：14,107,500円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和 3年 12月 28日 

【審議案件１０－２】 

審議案件名 ：新型コロナウイルス感染症への検疫対応に係るメールフォローアップ機能の運用・保守一式（第２回 

変更契約） 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：成田空港検疫所 

契約相手方 ：株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング 

予定価格  ：10,307,715円 

契約金額  ：10,307,715円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和 3年 12月 28日 

【審議案件１０－３】 

審議案件名 ：検疫業務支援システム（質問票電子化）における質問票ウェブアプリ及び質問票データベースに係る運 

用・保守業務（変更契約） 

資格種別  ：－ 

選定理由  ：随意契約を実施している案件中、随意契約の妥当性等について、確認する必要があるため。 

発注部局名 ：成田空港検疫所 

契約相手方 ：株式会社ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング 

予定価格  ：14,797,035円 

契約金額  ：14,797,035円 

落札(契約)率：100％ 

契約締結日 ：令和 3年 12月 24日 

（調達の概要） 

会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条の４第３号に基づく随意契約を行った。 

意見・質問 回   答 

シニアマネージャ等のランクごとの工数（人月）の適正性

をどのように確認したのでしょうか。 

今年度契約において求める役務について、どのランクの者

がどれほどの工数（人月）を要するかヒアリングをした上で、

昨年度契約における実績と比較して適正であるかを確認し

ました。 

単価（例えば、シニアマネージャの月額200万円）の適正

性をどのように確認したのでしょうか。 

市場調査等の価格を参照しつつ、役職の呼称や従事する内

容は各社で異なるため、各ランクの作業者の役務内容をヒア

リングし、昨年度契約と比較して総額ベースで適正であるこ

とを踏まえて、単価についても適正としました。 

 

3つの契約に重なりはないでしょうか（例えば、同じ管理

者が兼務可能）。 

 

重なりはありません。 

3つの契約の関係につき、概要をご説明ください。 3つの契約について、⑩-1は「自治体・保健所との入国者

情報共有システム」、⑩-2は「メールによる健康フォローア

ップシステム」、⑩-3は「検疫質問票を電子化したシステム」

になります。各システムは疎な連携を行っていますが、必ず

しも一体ではないため、別々の案件となっています。 

 



随意契約とすること自体は問題ないと思います。しかし、

⑩-1,2,3というふうになぜ3つに分けて調達しているのでし

ょうか。 

いずれも検疫業務に係るシステムではありますが、構築目

的、利用者、連携先、統廃合の見込み等が異なり、単に検疫

業務関係であるから1つにまとめることは妥当ではないため

別々の調達となっています。 

（分科会長の意見） 

 随意契約としたこと、その他について不適切な点はなか

ったと思います。 

しかしながら、随意契約の場合には、競争性がない分、予

定価格の適正さの確認に対する重要性が高まります。引き

続き、適正な執行をお願いします。 

  

 

２１道府県労働局における公共調達監視委員会の活動状況については資料の配付をもって報告を行った。 

 

                           【問合せ先】 

厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 

電話０３－５２５３－１１１１（内７９６５） 


